
赤ちゃんが生まれてから

子育て家庭応援金
コールセンター　052-746-8219問

胎児の数1人あたり5万円を支給します。対象となる方へは市から申請書等を送付します。詳細は
名古屋市公式ウェブサイトでご確認ください。

子ども医療費助成
区役所保険年金課、支所区民福祉課問

次の方を対象に医療費の助成を行っています。病院などの窓口で、「 子 医療証」をマイナ保険証
等と一緒にお見せください。

18歳に達した年度末までの児童対　象

児童手当制度
区役所民生子ども課、支所区民福祉課問

次の方を対象に支給されます。手続きをお忘れなく。
高校生年代までの子どもを養育している方
対象となる子ども1人につき下記の年齢区分で支
給します。

乳幼児の健康診査
保健センター問

お子さんの健康を守るため、成長の節目に健康診査を行っています。受診のめやすの時期に受診しましょう。

● 届出
● 子どもの健康
● その他制度・サービス

名古屋市公式
ウェブサイト

出生報告（助産師・保健師による家庭訪問）
保健センター問

母と子の健康のために（母子健康手帳別冊）内の綴じ込みはがき「出生報告」を記入して、各区保健センターにお出
しください。助産師等がすべてのご家庭を訪問し、赤ちゃんの発育や子育て、お母さんの産後の体調などについて、
ご相談をうかがっています。

生後4か月頃までの赤ちゃんとお母さん対　象

対　象
支給額

年齢区分

0歳～3歳未満
第1子、第2子
第3子以降
第1子、第2子
第3子以降

15,000円
30,000円
10,000円
30,000円

3歳以上～
高校生年代

月額

新生児聴覚検査
健 診 名
受診のめやす
実 施 日
受診場所

費 　 用

日程等のお知らせ

乳児一般健康診査

個別に受診
受診医療機関へ直接お申込みください。

無料

なし

母子健康手帳別冊の「新生児
聴覚検査受診票」を利用して
ください。

母子健康手帳別冊の「乳児一般健康診査受診票」を利用して
ください。

※愛知県外の医療機関で受診した場合は、乳児一般健康診査の2回目を除き、受診費用の
払い戻し制度があります。（上限あり）

ー
生後3日ごろ

第２回
9か月ごろ

第１回
生後1か月ごろ

名古屋市公式
ウェブサイト
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定期予防接種
保健センター問

ロタウイルス、B型肝炎、小児肺炎球菌、5種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポ
リオ・ヒブ）、DT、BCG、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、子宮頸がんの各ワクチン
については、名古屋市指定医療機関で受けていただけます。また、シール式接種券
の発行は、オンラインでも申請いただけます。なお、里帰り出産等で市外の医療機関
において予防接種を受ける方は、事前に申請が必要です。

各予防接種の対象は「母子健康手帳」、「パンフレット（予防接種を受けま
しょう）」などを参照してください。
無料

対　象

費　用

歯科健診・フッ化物塗布
保健センター問

歯科健診、歯やお口に関する相談、希望児へのフッ化物塗布を実施しています。
1歳6か月児、2歳児、3歳児及びむし歯ができやすい幼児とその保護者。（フッ化物塗布は幼児のみ）
無料（フッ化物塗布希望児720円※）※生活保護世帯は自己負担の免除制度があります。

対　象
費　用

未熟児養育医療給付事業
保健センター問

未熟児が指定医療機関において入院養育された場合に医療費を負担します。

自立支援医療（育成医療）給付事業・小児慢性特定疾病医療費の支給
区役所福祉課、支所区民福祉課問

子どもが指定医療機関へ入院又は通院して治療した場合に医療費を一部負担します。

母乳相談などの各種相談
保健センター問

母乳や発育発達等に関する相談日を開設しています。（予約制）
母乳や発育発達等に関してご心配のある方　　　　　　無料対　象 費　用

区分
おたふくかぜ 1歳～小学校就学前年度 1回

接種回数
3,000円
自己負担金対象者

健 診 名
受診のめやす
実 施 日
受診場所
費 　 用

日程等のお知らせ

乳幼児健康診査

指定日
保健センター
無料

・自宅に郵送　・広報なごや区版でおしらせ

3（4）か月児健康診査
3か月から5か月ごろ

3歳児健康診査
3歳から3歳3か月ごろ

1歳6か月児健康診査
1歳6か月から1歳9か月ごろ

電子申請
サービス

名古屋市公式
ウェブサイト

任意予防接種
保健センター問

名古屋市では、以下の任意予防接種について費用助成を行っています。指定医療機関で自己負
担金を支払うことで予防接種を受けることができます。

名古屋市公式
ウェブサイト※市民税非課税世帯、生活保護世帯は　自己負担金の免除制度があります。

ナゴヤわくわくプレゼント事業
名古屋市で生まれ、育つお子さまと、その保護者の方を応援するためのプレゼントで、子育てに役立つ品やサービ
スをお選びいただけます。商品を事前に知りたい方は「名古屋市ベビーエール」で検索してみてください。

名古屋市で生まれたお子さまで、誕生月の月末まで名古屋市在住の方（1歳のお誕生日の前日までに転
入し、転入した月の月末まで名古屋市在住のお子さまも対象です。）
手続きは必要ありません。詳細については、市公式ウェブサイトをご覧ください。

対　象

受取方法

子育て講座
保健センター問

お子さんの発達や生活リズム・事故防止などのお話・離乳食のお話などを行う教室を開催しています。お子さんと
一緒に子育てや健康について学ぶ機会です。開催場所や対象などは、各保健センターにお問合わせください。
また、地域における子育ての仲間づくりなどのご相談も、一緒に考えていきますのでご連絡ください。

妊娠中又は子育て中の方　　　　　　無料対　象 費　用

赤ちゃん訪問
区役所民生子ども課問

初めての赤ちゃんが誕生したご家庭に主任児童委員や区域担当児童委員が地域の子育て支援情
報などを持って訪問します。

第1子及びその子を養育している方　　　　　　概ね出生後3～7か月対　象 訪問時期

名古屋市公式
ウェブサイト

多胎児家庭支援事業
おおむね3歳までの多胎児（双子等）を養育している保護者の方へ、多胎児の妊娠・出産・育児に
伴う負担感や不安感を緩和するための支援を行っています。
① 妊娠期のオンラインプレファミリー教室（詳しくは3ページをご覧ください）
② 乳幼児の健康診査及び予防接種の同行支援　③ 電話相談（詳しくは19ページをご覧ください）
④ 助産師の訪問支援

名古屋市公式
ウェブサイト

子どもあんしん住まいる補助金
対象世帯が居住する住宅で補助錠、
チャイルドゲート等の購入や転落防止
手すり等の設置工事の安全対策を実施
する場合、購入費・工事費の1/2（最大
20万円／戸）を補助します。

小学生以下の子がいる世帯、
妊娠している方がいる世帯

対　象 対　象
期　間

良質な中古住宅を取得する際の融資に
対する利子補給制度

住宅金融支援機構のフラット35Sやフ
ラット35リノベを利用して、市内の中
古住宅を取得する際に、利子補給（年
0.25％分）を実施します。

18歳以下の子がいる世帯等
最大5年間（限度額50万円）

名古屋市公式
ウェブサイト

名古屋市公式
ウェブサイト

市内にある定住促進住宅及び市公社賃貸住宅に新規入居される子育て世帯につい
て家賃を20％減額します。
（定住：減額後の家賃は6万円を下回らない　市公社：最大4万円/月、床面積が40㎡
以上の住宅）

18歳以下の子がいる世帯等で令和6年4月1日以降に入居した世帯
最大10年間

市公社賃貸
住宅

定住促進住宅

定住促進住宅及び市公社賃貸住宅の家賃減額
名古屋市住宅供給公社 定住促進住宅　052-523-3882　　市公社賃貸住宅　052-523-3879問

対　象
期　間

市営住宅の子育て・若年世帯向募集（所得制限あり）
名古屋市住宅供給公社　052-523-3875問

年4回（5月、8月、11月、2月）実施する市営住宅一般募集において、子育て・若年向募集枠を設
けています。

18歳以下の子がいる世帯等、または40歳以下の夫婦のみからなる世帯対　象

名古屋市公式
ウェブサイト
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定期予防接種
保健センター問

ロタウイルス、B型肝炎、小児肺炎球菌、5種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポ
リオ・ヒブ）、DT、BCG、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、子宮頸がんの各ワクチン
については、名古屋市指定医療機関で受けていただけます。また、シール式接種券
の発行は、オンラインでも申請いただけます。なお、里帰り出産等で市外の医療機関
において予防接種を受ける方は、事前に申請が必要です。

各予防接種の対象は「母子健康手帳」、「パンフレット（予防接種を受けま
しょう）」などを参照してください。
無料

対　象

費　用

歯科健診・フッ化物塗布
保健センター問

歯科健診、歯やお口に関する相談、希望児へのフッ化物塗布を実施しています。
1歳6か月児、2歳児、3歳児及びむし歯ができやすい幼児とその保護者。（フッ化物塗布は幼児のみ）
無料（フッ化物塗布希望児720円※）※生活保護世帯は自己負担の免除制度があります。

対　象
費　用

未熟児養育医療給付事業
保健センター問

未熟児が指定医療機関において入院養育された場合に医療費を負担します。

自立支援医療（育成医療）給付事業・小児慢性特定疾病医療費の支給
区役所福祉課、支所区民福祉課問

子どもが指定医療機関へ入院又は通院して治療した場合に医療費を一部負担します。

母乳相談などの各種相談
保健センター問

母乳や発育発達等に関する相談日を開設しています。（予約制）
母乳や発育発達等に関してご心配のある方　　　　　　無料対　象 費　用

区分
おたふくかぜ 1歳～小学校就学前年度 1回

接種回数
3,000円
自己負担金対象者

健 診 名
受診のめやす
実 施 日
受診場所
費 　 用

日程等のお知らせ

乳幼児健康診査

指定日
保健センター
無料

・自宅に郵送　・広報なごや区版でおしらせ

3（4）か月児健康診査
3か月から5か月ごろ

3歳児健康診査
3歳から3歳3か月ごろ

1歳6か月児健康診査
1歳6か月から1歳9か月ごろ

電子申請
サービス

名古屋市公式
ウェブサイト

任意予防接種
保健センター問

名古屋市では、以下の任意予防接種について費用助成を行っています。指定医療機関で自己負
担金を支払うことで予防接種を受けることができます。

名古屋市公式
ウェブサイト※市民税非課税世帯、生活保護世帯は　自己負担金の免除制度があります。

ナゴヤわくわくプレゼント事業
名古屋市で生まれ、育つお子さまと、その保護者の方を応援するためのプレゼントで、子育てに役立つ品やサービ
スをお選びいただけます。商品を事前に知りたい方は「名古屋市ベビーエール」で検索してみてください。

名古屋市で生まれたお子さまで、誕生月の月末まで名古屋市在住の方（1歳のお誕生日の前日までに転
入し、転入した月の月末まで名古屋市在住のお子さまも対象です。）
手続きは必要ありません。詳細については、市公式ウェブサイトをご覧ください。

対　象

受取方法

子育て講座
保健センター問

お子さんの発達や生活リズム・事故防止などのお話・離乳食のお話などを行う教室を開催しています。お子さんと
一緒に子育てや健康について学ぶ機会です。開催場所や対象などは、各保健センターにお問合わせください。
また、地域における子育ての仲間づくりなどのご相談も、一緒に考えていきますのでご連絡ください。

妊娠中又は子育て中の方　　　　　　無料対　象 費　用

赤ちゃん訪問
区役所民生子ども課問

初めての赤ちゃんが誕生したご家庭に主任児童委員や区域担当児童委員が地域の子育て支援情
報などを持って訪問します。

第1子及びその子を養育している方　　　　　　概ね出生後3～7か月対　象 訪問時期

名古屋市公式
ウェブサイト

多胎児家庭支援事業
おおむね3歳までの多胎児（双子等）を養育している保護者の方へ、多胎児の妊娠・出産・育児に
伴う負担感や不安感を緩和するための支援を行っています。
① 妊娠期のオンラインプレファミリー教室（詳しくは3ページをご覧ください）
② 乳幼児の健康診査及び予防接種の同行支援　③ 電話相談（詳しくは19ページをご覧ください）
④ 助産師の訪問支援

名古屋市公式
ウェブサイト

子どもあんしん住まいる補助金
対象世帯が居住する住宅で補助錠、
チャイルドゲート等の購入や転落防止
手すり等の設置工事の安全対策を実施
する場合、購入費・工事費の1/2（最大
20万円／戸）を補助します。

小学生以下の子がいる世帯、
妊娠している方がいる世帯

対　象 対　象
期　間

良質な中古住宅を取得する際の融資に
対する利子補給制度

住宅金融支援機構のフラット35Sやフ
ラット35リノベを利用して、市内の中
古住宅を取得する際に、利子補給（年
0.25％分）を実施します。

18歳以下の子がいる世帯等
最大5年間（限度額50万円）

名古屋市公式
ウェブサイト

名古屋市公式
ウェブサイト

市内にある定住促進住宅及び市公社賃貸住宅に新規入居される子育て世帯につい
て家賃を20％減額します。
（定住：減額後の家賃は6万円を下回らない　市公社：最大4万円/月、床面積が40㎡
以上の住宅）

18歳以下の子がいる世帯等で令和6年4月1日以降に入居した世帯
最大10年間

市公社賃貸
住宅

定住促進住宅

定住促進住宅及び市公社賃貸住宅の家賃減額
名古屋市住宅供給公社 定住促進住宅　052-523-3882　　市公社賃貸住宅　052-523-3879問

対　象
期　間

市営住宅の子育て・若年世帯向募集（所得制限あり）
名古屋市住宅供給公社　052-523-3875問

年4回（5月、8月、11月、2月）実施する市営住宅一般募集において、子育て・若年向募集枠を設
けています。

18歳以下の子がいる世帯等、または40歳以下の夫婦のみからなる世帯対　象

名古屋市公式
ウェブサイト
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乳幼児突然死症候群
（SIDS）について

●「こども家庭庁」のホームページで赤ちゃんの
「泣き」への対処法を動画で見ることができ
ます。

保育所等
教育・保育施設等

保育の必要な事由と利用できる期間
保育の必要性がある「教育・保育給付2号認定」または「教育・保育給付3号認定」と認定されるのは、①と②の両方
を満たす場合です。
① 保護者・子どもともに名古屋市民の方
② 保護者のいずれの方も次頁の条件（保育の必要な事由）に該当する方

保育の必要性の認定
教育・保育施設等の利用を希望する際に、子どもについて利用のための教育・保育給付認定を申請ください。

幼稚園
保育所
認定こども園
家庭的保育事業
小規模保育事業
事業所内保育事業
居宅訪問型保育事業

特　徴特　徴

保育の必要性あり 保育の必要性なし

種　別
小学校以降の教育の基礎を作るための幼児期の教育を行う学校です。
家庭で保育できない保護者に代わって保育を行う施設です。
幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
家庭的な雰囲気のもとで、少人数（定員5人以下）できめ細やかな保育を行います。
少人数（定員6～19人）を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行います。
事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
医療的ケアが必要等、集団保育が著しく困難な子どもの自宅で保育します。

満3歳以上

満3歳未満

お子さんの年齢

利用可能施設
※1

教育・保育給付2号認定 教育・保育給付1号認定

教育・保育給付3号認定 認定の対象外となります

・保育所　・認定こども園

・保育所　・認定こども園
・家庭的保育事業
・小規模保育事業
・事業所内保育事業
・居宅訪問型保育事業

地
域
型
保
育
事
業

常態的に施設に預けることはできませんが、
一時保育をご利用いただける場合があります。

利用可能施設 ・幼稚園※2　・認定こども園※3

利用可能施設

※1　2歳児は家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型
保育事業も利用できます。

※2　私学助成幼稚園については施設等利用給付認定（15ページ)
※3　1号の利用枠がない認定こども園もあります。ご希望の施設にお問い合わせ

ください。

※受入可能な年齢は、施設ごとに異なります。

幼稚園
対象年齢：3～5歳

保育所
対象年齢：0～5歳

ただし、保育の必要性がある場合に限る

地域型保育
対象年齢：0～2歳

ただし、保育の必要性がある場合に限る

認定こども園
対象年齢：0～5歳

3歳未満児の場合、保育の必要性がある場合に限る

赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
て
か
ら
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